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流れ 備考

電話・メール・FAX等

Zendesk等 連絡先が不明な場合 通報内容はZendeskへ保管

・Zendesk以外の手段で問い合わせがあった場合も、

　Zendesk上に記録として残す。DropBoxは必要に応じて

※但し、会社内の重大な不正に関する通報であれば、

　CCO指示の上、調査が可能

連絡先が分かっている場合

匿名通報に関する留意点

・相談か通報かの確認

・匿名性を守ったうえでの詳細情報提供は限界があり、

　調査に関しても同様であることを伝える

・予測可能にはなり得るが、コンプライアンス室へのみ実名

　を明かし、調査報告では匿名とすることも可能だと伝える

面談に関する留意点

・できれば対面で。難しければZOOM、電話などを利用する。

　無理強いすることはできないが、メールだと双方一方的な

　やりとりになってしまうため

・面談時、コンプライアンス室は原則２名。やむを得ず１名で

　　　　通報か相談か？ 　面談をする場合は、相談者の許可をとった上で音声を録音

　する。1名の場合は、面談時にコンプライアンス室の見解を

　話さず、一度持ち帰って上長（CCO）と相談の元メール

　等で回答すること。

　※１名での面談が許可されるのは原則、迅速さが求められ

　　　る初動対応の時のみ。

　※CCO、室長以外の同席者は従事者指定の同意書を

　　　を締結する必要あり（GoogleFormにて運用）

　　　内部統制部長も例外ではない

調査無の報告に関する留意点

・必ず２名で面談

・調査無の決定理由を可能な範囲で開示する

調査チーム結成無の場合 （場合によっては、「〇〇であれば調査有」と話す）

通報受領、調査有無決定後　常勤監査等委員及び

内部統制部長へ報告

調査チームに関する留意点

CCOより協力要請 ・3名以上。できる限り少なく

CCO決定事項 ・相談者・対象者・関連部署との利害関係のない者

・構成メンバー ・状況把握の為、対象部門をいれても良いが、原則１名と

・調査方針 　し、過半数は超えないようにする

調査チームメンバーは開示しない ・調査範囲 ・調査チームの機密保持については内部通報規程に拠る

・調査終了時期 　※CCO、室長以外の調査メンバーは従事者指定の

調査範囲としてほしくない 　　　同意書を締結（GoogleFormにて運用）

人物がいないか確認 ・ヒアリング対象者へは機密保持の誓約書をむすぶ

調査中の相談者への配慮

・具体的内容は開示できないが、調査が進捗していることは

　最低２週間に１回は連絡する。

・相談者の精神状況に配慮し、必要であれば産業医との

　連携を図る。

結果報告に関する留意点

・必ず２名で面談

▶軽度の場合（通報事実にもとづく対象者への懲戒処分が必要でないと判断されたとき）

▶重度の場合（通報事実開示または対象者への懲戒処分が必要であると判断されたとき）

処分決定

経営幹部…社長・副社長・専務・管掌取締役等

懲戒委員会の構成メンバーは賞罰規程に拠る

総務人事部より処分通知

対象者への面談時には、コンプライアンス室から処分は通知

しない。その為、面談実施の順はコンプライアンス室→総務

人事部となるよう連携をとること。

フォローアップ フォローアップはコンプライアンス室にて相談者と対象者に対し実施する。

※2023/9/1よりコンプライアンス室の上部組織として内部統制部が新設されたが、内部通報規程における従事者指定は行っていないため、適宜報告は行うものの調査に関する裁量はCCOにある

結果報告

相談・通報者 コンプライアンス室（主管部門） CCO（内部通報責任者） 調査チーム

通報・相談

受付対応

事実調査

内部通報制度利用

匿名希望の場合

連絡手段が無い為、

CCOへの報告のみ
内容確認のみ

匿名通報に関する

留意点をふまえ連絡

反応なし 終了

通報ファイルへ保管

連絡あり

面談実施（従事者指定）

相談

(受付記録は残す)

通報窓口の利用希

望（調査依頼）

通報受領

CCOへ報告
調査チーム結成の

有無を決定

常勤監査・内部統制

部長へ共有

調査無の旨を

相談者へ報告

(受付記録は残す)
調査チームの

構成メンバーを決定

調査開始

適宜報告
調査報告書作成

調査報告

（常勤監査・内部統制部長を含む）

調査により通報事実なしと認められた時

通報者・対象者への調査報告（ヒアリング協力者へは終了の通知のみ）

調査により通報事実ありと認められた時

内部通報事案

報告書作成

内容確認、事案修了

監査等委員へ報告

（内部統制部長を含む）

通報者・対象者への調査報告（対象者への指導含む/ヒアリング協力者へ終了通知）

経営幹部へ報告

懲戒委員会実施

コンプライアンス委員

会報告の有無を決定

通報者・対象者への調査報告（対象者への指導含む/ヒアリング協力者へ終了通知）

調査範囲について

承諾

調査有の旨を報告

調査進捗を

相談者へ報告

対象者がAD役員の場合、

左記CCOは監査等委員会

へ置き換え

※子会社役員や執行役員

の場合は置き換えナシ


